
他市町村地域密着型サービス事業者等の指定及び同意の手続きに関する事務取扱要領 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大阪市指定地域密着型サービス事業者等に係る指定等の手続きに関す

る要綱（以下「要綱」という。）第 28 条及び第 29 条に基づき、本市被保険者の他市町村指

定地域密着型サービスの利用に係る他市町村（「特別区含む」以下同じ。）に所在する指定地

域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者（以下「指定地域密着

型サービス事業者等」という。）の指定、廃止、変更、辞退、取消及び他市町村被保険者の

本市指定地域密着型サービスの利用に係る同意に関する事務手続きを定める。 

 

第２章 他市町村に所在する地域密着型サービス事業者等の指定  

（利用届の提出） 

第２条 他市指定地域密着型サービス事業所を本市被保険者が利用する場合、サービス利用

を開始する前に、指定地域密着型サービス事業者等が、本市へ利用届（様式第２号）を提

出する。 

 

（指定申請） 

第３条 要綱第 28条に規定する指定に必要な書類は、指定申請書（様式第１号）及び付表（第

１表～８表）並びに別表１に定める添付書類とする。 

２ 指定については、被保険者ごとに行うため、前項で定める書類の他に、利用届を添えて、

行わなければならない。 

３ 既に指定を受けている事業者であっても、他の被保険者の利用等を必要とする場合は、

利用届を提出しなければならない。 

 

（指定申請者） 

第４条 指定申請者は、指定申請日において、事業所所在地の市町村（以下「当該市町村」

という。）により、指定地域密着型サービス事業者の指定を受けており（又は受ける予定）

かつ、本市被保険者がサービスを利用している又は利用を予定している（以下「利用者等

がいる」）事業所を運営する法人とする。 

 

（指定要件） 

第５条 指定については次に定める要件のいずれかに該当している場合に行うことができる。 

（１）日常生活圏として認められるもの 

（２）家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの 

（３）同一事業者（敷地内）の他のサービスを利用しているもの 

（４）虐待等の理由によるもの 



（５）厚生労働省よりの通知等により可能であると判断できるもの 

（６）その他本市が認めるもの 

 

（指定申請についての審査等） 

第６条 指定申請については、事業者よりの指定申請書及び利用届に基づき審査を行う。な

お、既に指定を受けている事業者については、利用届により審査を行う。 

２ 指定が必要な事業者で第５条の要件に該当している場合には、同意依頼書（様式第３号）

により当該市町村に対して依頼をし、当該市町村より同意書の提出を求める。 

３ 既に指定を受けている事業者については、利用届により利用承認を行う。 

４ 当該市町村において既に指定を受けている事業者であるので、本市指定地域密着型サー

ビス運営員会に意見聴取は行わないものとする。 

 

（指定の決定及び通知） 

第７条 指定することを決定したときは、指定通知書（様式第４号）により指定申請者に通

知を行う。 

２ 前項の通知に際しては、介護保険法（以下「法」という。）第 78 条の２第８項若しくは

法第 115条の 12第６項の規定に基づき、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認

める条件を付すことができる。 

 

（指定申請の却下及び通知） 

第８条 指定申請が行われても、第５条の要件に該当しない場合若しくは、当該市町村から

同意書提出がない場合は指定却下通知書（様式第５号）により指定申請者に通知を行う。 

 

（変更の届出） 

第９条 指定内容に変更がある場合は、当該市町村に届け出た変更内容と同様の内容で、変

更届（様式第６号）に本市が指定する必要書類を添えて届け出なければならない。 

２ 変更届（様式第６号）を受け付けたときは、変更届（様式第６号）及び必要書類につい

て審査するとともに、必要な場合は当該市町村に対して指定（変更）内容の照会を行う。 

 

（利用者等の利用中止の届出） 

第 10条 第７条の指定をした事業所の利用者等が、利用を中止した場合は、利用中止届（様

式第７号）を提出しなければならない。 

 

（廃止等の届出） 

第 11 条 指定地域密着型サービス事業者等が指定を受けている当該市町村に、指定の廃止、

休止若しくは再開の届出を行おうとする場合は、当該市町村に提出した内容と同様の内容

で廃止等届（様式８号）を提出しなければならない。 

（指定取消） 



第 12 条 この要綱により指定を受けた事業者が法第 78 条の 10 若しくは法第 115 条の 19 に

基づく指定の取消を受けたときは、その旨を届け出なければならない。 

２ 前項の取消の届出がない場合であっても、取消の事実が確認できる場合は、取消を行う

ことができる。 

 

（事業者指定の更新） 

第 13 条 法第 78 条の 12 若しくは法第 115 条の 21 の規定に基づいて事業者指定の更新につ

いては、当該市町村へ更新申請をしたうえで、指定更新申請書（様式第９号）及び本市が

定める必要書類を添えて申請しなければならない。 

２ 事業者指定の更新申請については、この要領の指定申請に関する手続きを準用する。 

 

第３章 他市町村が本市地域密着型サービス事業者等を指定する場合の同意 

（同意等の要件） 

第 14条 同意については、利用を必要とする他市町村被保険者の住所地市町村（以下「利用

市町村」という。）の合意ができている場合であって、かつ、第５条の要件に該当している

場合に行う。 

２ 同意依頼が提出されても、第５条の要件に該当しない場合若しくは、利用市町村での合意

が確認されない場合は同意をしない。 

 

（同意の手続き） 

第 15 条 要綱第 29 条に規定する同意については、本市指定地域密着型サービス及び指定地

域密着型介護予防サービス事業所を他市町村被保険者が利用する場合、本市指定地域密着

型サービス及び指定介護予防サービス事業者は、利用市町村へ利用届を提出する。 

 

（同意についての審査等） 

第 16条 利用市町村より同意依頼があったときは、同意依頼により審査を行うとともに、利

用市町村での合意を確認する。必要な場合は利用市町村に照会する。 

 

（通知書の交付） 

第 17 条 同意することを決定したときは、本市より同意書（様式第 10 号）を、同意をしな

いことを決定したときは、同意できない旨の通知（様式第 11号）により、利用市町村に通

知する。 

附 則  

この要領は平成 19年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は令和５年４月１日から施行する。 


